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西知多医療厚生組合予算決算会計規則の一部を改正する規則をここに公布する。 

 

令和７年１月６日 

 

西知多医療厚生組合管理者 宮 島 壽 男      

 

西知多医療厚生組合規則第３号 

 

西知多医療厚生組合予算決算会計規則の一部を改正する規則 

 

西知多医療厚生組合予算決算会計規則（平成２２年西知多医療厚生組合規則第１２

号）の一部を次のように改正する。 

第１条中「第１７３条の３」を「第１７３条の６」に改める。 

第１００条中「第２４３条の２の２第１項後段」を「第２４３条の２の８第１項後

段」に改める。 

第１０１条を削る。 

第１０２条の見出し中「徴収又は収納を委託した私人」を「指定公金事務取扱者」

に改め、同条第１項中「前条の規定により徴収又は収納を委託した私人に携行させる

ため、本人の住所、氏名、年齢、性別、委託に係る歳入及び委託の内容」を「法第２

９２条において準用する法第２４３条の２第１項の規定による歳入等（法第２３１条

の２の２に規定する歳入等をいう。以下同じ。）の収納に関する事務の委託をしたとき

は、当該委託をした事務の内容及び当該事務に係る歳入等」に改め、「証票を」の次に

「指定公金事務取扱者（法第２４３条の２第２項に規定する指定公金事務取扱者をい

い、歳入等の収納に関する事務の委託を受けた者に限る。以下同じ。）に」を加え、同

項に次のただし書を加える。 

 ただし、管理者が特に必要がないと認める場合は、この限りでない。 

 第１０２条第２項を削り、同条を第１０１条とする。 

第１０３条中「徴収又は収納の委託を受けた者は、」を「指定公金事務取扱者は、そ

の」に、「歳入を納付書又は現金払込書により」を「歳入等を、その内容を示す計算書

（当該計算書に記載すべき事項を記録した電磁的記録を含む。）を添えて」に改め、同
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条を第１０２条とする。 

第１０４条及び第１０５条を削り、第１０６条を第１０３条とする。 

附 則 

１ この規則は、令和７年４月１日から施行する。 

２ この規則の施行の日前に徴収又は収納の委託を受けた者が行う歳入の払込みにつ

いては、なお従前の例による。 


